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２．フォローアップ調査結果概要
・ 調査期間： 2022年10月31日～11月15日

・ 調査企業： 日本自動車部品工業会の正会員

※ 昨年と今回では回答企業の出入りが有り、

単純比較は出来ません。

※ 回答の7割は大企業会員。

・ 特記事項：今回は中企庁の調査事項ご指示が、価格決定方法と支払条件に関しては

対象が 「（単なる）仕入先・販売先」 から変更になっており、

発注（調達）側は、取引金額の最も大きい下請法対象の仕入先、

受注（営業）側は、取引金額の最も大きい販売先を念頭とした調査を実施。

【概要】

・価格決定方法の適正化では、「明示的な価格協議」を一層浸透させると共に、「価格

転嫁」についても、まだ道半ばであり、サプライチェーン全体での取組みを推し進めていく。

・支払い条件の改善は、発注側の全額現金支払が半数に留まっており、手形等の支払

サイトの90日越えも半数近くに上っている。会員企業に対する働きかけを、より強めていく。

・型取引の適正化では、型廃棄は一定の改善が見られるが、特に受注側の保管費用

負担に関しては顧客との協議未実施が半数に上っている為、顧客との協議を促進していく。

昨年 今回

調査企業数 ３６１ ３７８

回答企業数 １９８ ２１７

回答率 ５５% ５７%
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４．パートナーシップ構築宣言への取り組み

【取り組み状況】（２０２３年１月時点、正会員＋準会員）

・ 会員企業数：４３４社

・ 公表企業数： ８８社

・ 会員企業に占める宣言企業の割合：２０% ※昨年同時期は７％

【今後の取り組み】

・ 理事会や主要委員会等で 「パートナーシップ構築宣言」 の説明を継続して
実施し、会員企業への周知活動を強化する。

・ 「パートナーシップ構築宣言」 を未公表の会員企業には、未公表の理由・課題
等を確認したうえで、課題解決に向けた取り組みを支援していく。

15/17 



５．今後の取り組み

【全体】

・ 自動車業界のサプライチェーンの中流に位置する団体であることを強く認識し、受発注

両面で、自工会、素形材団体等との関係する他団体との連携強化に努める。

また、連携強化に当たっては、これまで以上に経産省との連携を密にする。

・ 先ずは、発注者としての「襟を正す」活動に引き続き取り組み、自動車部品産業に

対する見方、評価の向上に努めながら、自工会とも同じ発注者の立場でサプライ

チェーン全体で取り組む必要性、重要性を共有する。結果として、各種費用のこれまで

にない大幅な上昇により、過去の価格交渉の内容や方法では対処しきれない状況に

置かれている会員企業にとって、価格転嫁の協議を円滑化する支援につなげる。

・ 「襟を正す」活動としては、引き続き「能動的な」「自律的な」対応を会員企業に要請、

その実効性向上、実務担当者に至るまでの徹底を図る為、好事例の展開など様々な

情報発信を充実させていく。
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５．今後の取り組み

【型管理】

・ 不動型の廃却促進活動に加えて、不動型の保管費の適正負担についても、自工会と
経産省との型取引適正化会合での協議を継続、強化していく。

・ 型取引適正化対応の会員企業向け説明会を開催し、好事例の横展開や進捗に滞り
の有る事項の推進を促す事により、会員企業の活動を底上げしていく。

以上

【支払い条件の改善】

・ 下請法対象仕入先への支払いに関して、できる限り現金での支払いを目指し、かつ
2024年以降に予定されている下請法の運用見直しに備え、「手形等の支払いサイトの
60日以内化」の促進に努める。また、全ての取引の支払いについて、「2026年の約
束手形利用廃止」 に向け、その促進に努める。これらを 「自主行動計画フォローアップ
調査」 結果の報告会等を通じて、会員に周知すると共に、サプライチェーン全体での改
善に向け、経産省や自工会とも連携していく。

【価格決定方法】

・ 振興基準に沿って、会員企業が仕入先や顧客と客観的な経済合理性のある協議が
十分にできる様、遵法に留意しつつ、ベースとなる一般的なコストインデックスや価格転嫁
の取組み事例等、経産省や自工会とも連携し、実践的な情報発信に努める。
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